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ナ

チ

ス

祉
一
曾
保
険
経
替
の
原
理

(;1: 

し

が

き

J 中

輿

助

之

ノノ ).11 

枇
合
保
険
の
粧
品
目
と
は
枇
合
保
険
の
本
質
に
印
し
た
構
造
と
運
惨
ゐ
主
興
ふ
る
己
と
で
る
る
。
吾
人
は
以
下
に
枇
合
保
険
の
本
質

を
遁
ぺ
+
引
に
構
法
及
び
蓮
叫
品
目
白
原
理
に
及
ぶ
で
あ
ら
う
。

引
耽
舎
保
険
の
本
府
軍

枇
舎
保
険
は
ナ
チ
ス
に
よ
れ
ば
被
保
険
者
た
る
創
治
的
獅
逸
人

l
成
義
に
併
し
た
る
持
働
者
及
び
そ
の
家
族
を
生
活
の
一
総
で
の

同
盟
化
に
際
し
て

(
E
E
E
当

RvmoEE
品
目
下
品
目
)
扶
助
せ
ん
ど
す
る
自
助
(
官
官
F
b
p
)
白
組
織
だ
あ
る
。
市
し
で
か
h

る
扶
助

は
疾
病
・
傷
害
・
生
業
不
能
又
は
老
齢
陀
在
っ
た
揚
合
白
叫
労
働
者
民
、
扶
養
者
が
死
亡
し
た
る
揚
合
に
そ
の
遺
族
に
、
産
婦
及
び
出

産
後
の
母
子
に
輿
(
ら
る
h

己
正
ミ
な
っ
て
ゐ
る
。
何
故
に
か
L
る
枇
曾
的
扶
助
を
必
要
と
す
る
か
占
い
ふ
に
、
勢
働
者
キ
サ
ラ

F

I
マ
ン
は
他
人
白
矯
に
持
働
す
る
期
間
白
牧

1
A
E以
て
自
己
及
び
を
の
家
族
を
扶
養
す
る
を
常
と
た
す
が
鰐
働
関
係
は
容
易
に
解
か

れ
う
る
し
帰
来
に
射
す
る
経
済
的
な
保
詮
も
少
い
か
ら
で
あ
る
。
蓋
し
勢
働
牧
入
は
比
較
的
忙
少
き
が
上
K
教
育
や
教
養
白
錦
に
も

相
営
白
費
用
を
一
要
し
平
素
到
底
積
立
金
主
泣
す
徐
裕
を
存
せ
ざ
る
が
故

K
、
一
旦
疾
病
・
癒
疾
・
分
娩
・
老
齢
等
所
謂
生
活
上
の
務

化
に
際
L
t
は
か
れ
等
白
経
済
的
基
礎
が
覆
さ
る
h

の
外
た
い
。
加
之
屯
彼
等
第
働
者
や
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
は
経
桝
上
白
総
偶
的
幾
化

ナ
チ
ス
世
曾
保
険
極
聾
白
原
理

/ 

第
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ナ
チ
九
世
曾
保
険
輯
棒
白
原
理

A

第

三

銃

一

八

に
も
脅
か
さ
れ
て
ゐ
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
彼
等
の
生
前
を
枇
合
的
に
保
誰
す
る
必
要
が
↓
居
大
な
り
と
い
は
ね
ば
た
ら
恥
。

次
に
何
故
に
之
を
自
助

(
P
F
u
E
F
)
の
組
織
と
な
す
か
と
い
ふ
花
、
抑
も
ナ
チ
ス
は
前
時
代
の
如
〈
自
己
の
責
任
左
他
ス
又
は
他

の
階
級
陪
縛
嫁
せ
ん
と
す
る
利
己
主
義
・
侍
棋
主
義
主
排
し
、
民
族
共
同
四
閣
に
謝
す
る
、
共
同
憾
的
責
任
概
念
を
以
て
狗
遁
闘
再
建
の

. 

館
五
十
四
巻

一
五
六

根
本
と
た
さ
ん
と
す
る
も
の
左
る
が
、
枇
合
保
険
の
知
設
大
規
模
怠
る
枇
合
制
度
の
再
建
は
又
己
の
原
則
か
ら
繰
る
h

を
許
さ
れ

ぬ
。
そ
れ
は
同
一
今
坐
品
川
上
白
危
険
を
有
す
る
人
々
が
相
互
江
自
己
の
責
任
に
上
り
て
之
を
保
読
ぜ
ん
と
し
て
結
成
せ
ら
れ
た
る
危

険
共
同
健

(
p
p
z
s
m
g
g
E
n
g
-
c
で
あ
る
凶
従
っ
て
そ
れ
は
後
に
述
ぷ
る
如
く
閣
議
的
た
扶
養
制
度
や
救
賃
制
度
'
f
一
全
く
そ
白
本

質
を
国
持
に
す
る
。

、

(
陸
一
)
リ
ヒ
タ

E

(吋
S同

F
E
n伊
丹
司
)
は
「
燭
趨
に
於
げ
る
園
民
世
曾
主
義
は
保
険
制
度
に
も
保
険
施
設
。
輝
普
に
就
い
て
金
(
親

L
い
根
本

観
念
を
附
奥
し
た
。
其
の
世
界
観
に
割
腹
す
る
も
四
は
、
と
り
わ
け
梓
験
施
設
の
危
険
協
同
様
(
由
"
F
Vお
ロ
明
白
田
富
岳
島
)
に
於
け
る
協
同
樟
思
想
白

抱
位
、
保
険
極
済
白
信
話
的
管
理
任
務
一
回
強
調
、
及
び
時
正
保
険
料
一
白
錨
の
努
力
是
で
あ
る
」
と
な

L
、
世
舎
保
険
も
加
入
者
白
危
険
共
同
樺

(pr

冒

E
m
n
s
E
E岳
凶

3
で
あ
る
が
故
に
加
入
者
自
ら
賓
告
を
調
建

L
、
被
撃
が
「
保
険
に
於
て
そ
し
て
保
険
正
面
じ
て
」

{
g
a
R
J
F
a向
島
司
百
四

E
目

円

T
H
E
n
F
E
n
d
R
a
n
v
n目
白
岡
)
用
意
左
藤
測
を
な
す
べ
き
で
あ
，
、
そ
れ
は
他
の
補
助
(
町
諸
国
骨
町
出
常
)
を
排

L
i「
共
同
障
の
形
に
組
成
さ
れ
し
自

助
で
島
る
。
』
そ
れ
敢
に
「
自
助
は
枇
骨
保
険
白
本
質
で
あ
り
共
同
睦
た
る
中
に
そ
白
カ
(
何
日
『
内
)
を
有
す
る
」
の
官
あ
る
帯
主
説
い
て
ゐ
る
。

、

枇
合
保
険
の
本
質
は
か
く
白
如
〈
自
助
で
あ
る
が
、
さ
り
と
て
之
が
粧
皆
を
枇
舎
の
自
由
に
放
任
す
ペ
昔
で
は
佐
い
。
そ
の
現
由

は
枇
合
保
険
の
殻
濯
の
沿
革
に
顧
み
て
も
知
ら
る
弘
知
己
、
枇
舎
が
か
〈
の
如
き
組
織
を
有
す
る
と
否
と
は
、
砂
〈
，
ど
も
凋
品
坦
忙
於

て
は
園
家
の
存
立
に
閲
す
る
問
題
と
た
っ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。
帥
ち
己
れ
あ
る
に
主
り
て
祉
舎
の
平
和
を
保
ち
以
て
岡
家
機
構
の

安
全
を
確
保
し
え
た
の
で
あ
る
。
祉
A
H
保
険
は
枇
舎
の
震
で
あ
る
が
そ
れ
以
上
に
岡
家
の
矯
で
も
あ
る
。
か
る
が
故
佐
獅
逸
枇
舎
保

険
は
園
家
に
よ
り
て
原
則
と
し
て
あ
ら
ゆ
る
持
一
働
者
R

サ
ラ

H
I
T
V
を
強
制
的
に
加
入
せ
し
む
る
強
制
保
険

(NZ凶
唖
話

E
r
r
-
品
)

2) I，.. Rich~eJ' Grundriss de~ 星回èbsversicherung S.， 13-14 
，'1) !" Richt~r-...a. .a. O. S. 2 

4) L; RichteT，白杉三郎民替、調題保院論序文 r.3・
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と
左
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
同
家
の
強
制
に
主
り
て
成
立
す
る
祉
合
的
自
助
白
組
俄
で
あ
る
と
い
ふ
賄
に
一
位
曾
保
険
の
特
質
が
あ
る

の
で
あ
る
。

さ
て
一
舵
曾
保
険
を
自
助
の
組
織
で
あ
り
危
険
共
同
臆
危
り
と
左
す
ナ
チ
ス
は
、
共
同
閥
的
た
生
活
に
於
け
る
各
人
の
責
任
を
そ
の

長
本
と
な
す
の
で
あ
る
が
、
と
の
理
念
は
蛍
然
に
叉
枇
合
保
険
の
給
付
K
就
て
も
貫
か
れ
左
砂
れ
ば
た
ら
由
。
枇
曾
保
険
の
給
付
は

最
早
前
時
代
印
ち
階
級
闘
争
時
代
に
於
け
る
如
己
批
貯
働
者
階
級
が
資
本
家
階
級
か
ら
牧
奪
ず
る
賃
銀
補
充

(HbEZEN福
田
岡
)
で
は
左

〈
し
て
、
持
働
者
・
サ
ラ
リ
ー
マ

Y
が
平
素
上
り
不
時
の
必
要
に
供
へ
ん
が
潟
に
「
貯
蓄
し
た
賃
銀

U
(
n
S
E
o
c
vと
で
あ
り
、
又
、

「
一
位
合
的
集
間
的
危
賃
銀
」

(
E
W
E
Z
F
V
3
と
も
い
は
れ
る
。
社
合
保
険
D
給
付
を
賃
銀
補
充
(
『
宵
泊
陶
回
目
回
開
)
危
り
と
な
す
と

と
は
今
日
に
於
て
も
屡
々
あ
b
M内
、
モ
れ
は
階
級
闘
争
的
な
意
味
か
ら
で
は
註
く
し
て
、
枇
曾
的
な
相
互
組
織
に
よ
る
個
人
的
困
窮

。
揚
合
の
賃
銀
補
完
の
意
味
で
あ
る
。
勿
論
ナ
チ
ス
枇
命
保
険
に
於
て
は
企
業
家
の
責
任
や
負
携
も
認
め
で
ゐ
る
が
、
そ
れ
は
弊
札

者
・
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
と
共
に
経
営
共
同
捜

30向
日
『
唱

2
2
F島
)
を
構
成
し
且
つ
之
を
指
導
し
て
お
る
共
同
樫
的
な
責
任
主
り
生
十

，
る
の
で
あ
っ
て
前
時
代
一
の
如
〈
弊
働
者
。
搾
取
者
と
し
て
の
責
任
や
負
携
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
而
し
で
か
ぶ
る
給
付
は
疾
病
・
傷

害
等
応
上
り
て
弊
働
能
力
や
生
業
能
力
を
挺
失
せ
る
勢
働
者
・
サ
ラ
H
1
7
y
を
漫
然
と
扶
養
す
る
に
非
宇
し
て
飽
迄
も
か
れ
ら
の

持
働
能
力
・
生
業
能
力
を
再
獲
得
せ
し
め
以
て
共
同
髄
的
な
責
任
主
果
さ
し
め
ん
こ
と
を
目
的
と
し
、
老
年
と
か
療
疾
と
か
の
錫
に

金
〈
暗
唱
能
力
を
喪
失
し
た
る
揚
合
に
始
め
て
¥
枇
合
的
扶
養
を
う
け
う
る
の
で
あ
り
、
駐
合
的
及
品
川
町
胴
と
か
寄
食
と
か
い
ふ
精
一
脚
を

ナ
チ
丹
ぽ
根
本
的
忙
排
除
し
つ
a
A

あ
る
の
で
あ
る
。

枇
合
保
険
の
本
質
を
明
托
す
る
億
一
に
は
、
他
の
之
と
類
似
D
制
度
、
殊
陀
私
保
険

(
P
2且
品

aRvnE回
同
)
・
扶
助

(
4
3
2宮
口
問
)
・
公

的
教
護
(
事

E-50220)
と
の
国
別
に
及
ば
ね
ば
・
な
ら
む
が
、
そ
れ
は
か
つ
て
の
主
百
九
の
研
究
に
説
り
蕊
に
省
略
す
る
。

ナ
チ
ス
枇
骨
保
陰
極
普
白
原
理

第
五
十
回
答

豆
七

第
三
擁

九

• • z
 

o
D
 

t
 

拍s
 

n
 

e
 

u
 

e
 

n
 

m
M
 

咋
比
耳

目

g
'

a
n
6
 

h
u
r
-

出

d
E

虫

W

山
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町

E

d
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h
 

z
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何
回
叫
向

閉
旧

fbv勺

d
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'
e

E
r
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L
J
e
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E
'
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一
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当
u
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昨
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日

L
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W
J
之

前
R
H
例



批

一

第

一
巻

」

か
a
A

る
創
造
生
産
の
恭
舷
は
曲
目
働
に
あ
る
は
い
ム
ま
で
も
注
〈
、
従
つ
で
弊
働

f

力
の
維
持
・
設
展
と
い
ふ
己
み
」
p

o

十

y

吟

五

一

が
、
ナ
チ
ス
翼
政
策
・
農
政
策
D
眠
、
左
ら
ざ
る
を
え
ぬ
の
で
あ
る
G

券
働
力
を
岨
品
茨
木
L
た
り
と
し
持
働
者
彰
一
室
民
日
醐
一

族
の
債
備
高
台
肢
牒
た
り
と
い
ひ
、
ロ
狩
働
者
た
く
し
て
狽
遜
岡
注
し
」
等
と
叫
ん
で
ゐ
弘
の
も
と
の
理
由
に
よ
る
。
持
働
者
の
疾
病
・
私
闘
一

抑

留

傷
害
控
室
取
扱
ム
祉
曾
保
険
が
け
平
氏
ー
や
扶
助
機
聞
に
非
、
干
し
て
、
積
極
的
な
持
働
力
向
復
の
施
設
左
り
と
せ
ら
?
に
至
っ
た
白
ー
醐
い
十

は
蓋
し
常
然
で
あ
ら
う
。
戎
忙
又
、
ナ
チ
ス
の
民
族
主
義
は
ゲ
ル
マ
V

民
族
白
膨
張
後
展
を
同
指
し
従
つ
，
て
叉
人
口
増
殖
政
策
を
採
駅

F
働
、
一

参

同

勢

る
の
で
あ
る
が
ち
言
ふ
ま
で
も
左
〈
己
白
人
口
増
殖
は
園
田
明
。
大
部
分
を
占
む
る
抽
労
働
者
階
級
亡
倹
つ
よ
り
外
た
か
る
べ
く
、
縫
っ
保

E
白

↓

t

ご
曲
目
山
一
義
一

で
持
働
者
及
び
そ
の
家
族
白
建
康
保
穫
が
重
要
た
る
岡
家
政
策
と
な
っ
て
く
る
ロ
ナ
チ
ス
粧
品
世
保
険
が
保
健
政
策
上
の
任
務
を
強
調
時
h
r
L

拍

↑

的
問
刊

V
L

問

一

す
る
に
至
っ
た
理
由
は
明
で
あ
ら
う
匂
更
に
又
か
t
A

る
保
健
政
策
が
岡
防
政
策
と
密
接
な
る
闘
係
を
有
す
る
こ
と
も
了
解
す
る
と
と
樹
川
町
一
九
一

働
著
M
チ

-

L

難
ぐ
注
い
。
蓋
し
困
民
皆
兵
白
制
度
白
下
で
は
持
働
者
が
兵
士
と
た
る
か
ら
で
あ
る
。
調
布
描
持
動
者
を
糾
合
す
る
枇
曾
保
険
が
潤
治
勢
拙
記
ナ
-

-

民

掲

ua
稿

図
防
政
策
上
自
任
務
を
負
は
き
る
と
ι
五
う
た
白
も
蛍
然
で
あ
る
と
い
は
ね
ば
た
ら
ね
。
最
後
に
枇
舎
保
険
は
ナ
チ
ス
に
と
り
て
園
倒
前
L
拙

一

民
的
精
一
刑
訓
練
白
一
式
機
関
で
あ
る
己
主
主
述
べ
た
貯
れ
ば
た
ち
由
。
ナ
チ
ス
革
命
低
新
し
き
世
外
観
に
泣
つ
新
L
昔
政
治
・
経
済
・
日
目
叫
巧

v

↑

ナ
チ
ス
世
官
保
険
艦
昏
の
原
理

以
上
、
寄
人
は
枇
曾
的
自
助
組
織
と
し
て
D
枇
合
保
険
白
木
質
主
究
明
じ
来
っ
た
が
、
最
後
に
ナ
チ
ス
政
樺
時
代
に
至
り
て
、
枇

合
保
険
忙
重
大
友
る
園
家
的
住
務
の
課
せ
ら
る

L
K
至
っ
た
己
と
を
強
調
し
な
け
れ
ば
疋
ら
ね
ぜ
そ
白
一
一
は
保
健
政
策

(
C
E
g
B
2

2
2
5
で
あ
り
他
は
精
紳
教
育
上
白
政
策
で
あ
も
ナ
チ
ス
が
祉
合
保
険

ι保
健
政
策
上
白
任
務
を
課
す
る
に
至
っ
た
の
は
、
一

つ
に
は
経
済
政
策
わ
け
て
も
第
一
働
政
策
上
白
必
要
か
ら
で
あ
り
他
に
は
ん
口
政
策
や
周
防
政
策
E
の
目
的
か
ら
で
あ
る
。
世
合
保
険

は
原
則
E

と
し
て
傍
働
に
従
事
す
る
一
切
の
人
々
を
網
開
糊
す
る
白
で
あ
る
が
と
れ
ら
心

A
Fの
持
働
力
の
維
持
強
展
は
ナ
チ
ス
経
済
政

策
に
と
り
で
は
決
定
的
重
要
さ
を
も
っ
。
抑
も
ナ
チ
ス
は
粧
持
政
策
と
し
て
は
前
時
代
と
異
り
て
積
極
的
た
創
浩
二
生
産
主
義
を
と

止
時
五
十
回
程

二
五
八

第
三
雄

O 

る
の
で
あ
る
が
、



枇
A

胃
・
文
化
の
建
設
を
一
目
指
す
白
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
震
に
は
新
し
き
世
界
翻
を
理
解
骨
じ
め
て
新
し
き
岡
氏
的
精
紳
を
鍛
ひ
上
げ

巴b

る
と
い
ふ
と
と
が
何
よ
り
も
根
本
で
た
貯
れ
ば
左
ら
む
。
そ
れ
に
は
-
切
白
「
創
法
的
開
明
治
人
L

を
糾
合
し
て
ゐ
る
耽
合
保
険
は
か

。
濁
泡
持
働
戦
線

(
D
・A
-
E
)
と
共
に
最
適
の
機
関
で
あ
る
ロ
き
れ
ば
ナ
チ
ス
は
枇
品
目
保
険
を
単
忙
賃
銀
柿
充
・
損
害
補
償
・
疾
病

治
療
等
と
い
ふ
が
如
き
金
銭
叉
は
物
的
た
柿
償
や
給
付
に
止
め
や
し
て
、
之
を
諮
ヒ
て
新
し
き
世
界
槻
・
政
治
同
町
一
理
・
持
働
翻
・
金
ノ

業
概
・
自
治
親
・
責
任
観
を
不
一
断
に
教
へ
込
ま
う
と
し
て
ゐ
る
白
で
あ
る
。
か
く
し
て
又
始
め
て
枇
品
目
保
険
は
買
に
新
国
家
主
竪
あ

る
鑓
と
た
り
枇
合
的
自
助
の
貨
を
象
げ
保
健
政
策
上
白
機
能
を
護
揮
し
う
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
ナ
チ
ス
が
岡
氏
精
紳
回
訓
練
上
祉

C
M
 

報年祷

暮
保
険
の
経
費
理
は
枇
曾
保
険
に
上
遁
せ
る
如
長
命
保
険
の
本
質
面
し
た
霊
と
蓄
と
を
興
会
己
と
に
あ
る
。
而
附

し
て
枇
合
保
険
の
構
造
と
蓮
侍
と
は
概
念
上
院
別
し
う
べ
き
も
の
在
る
で
、
説
明
白
便
宜

f

↑
高
下
二
者
を
併
せ
説
く
と
と

L
す
る
U

一一

ィ
、
政
治
的
原
理
主
舵
合
保
険
は
岡
家
的
原
一
世
記
は
ね
ば
な
ら
恥
印
ち
新
し
き
枇
合
保
険
は
あ
ら
ゆ
る
拙
に
於
て
新
1
u
苦

哨
n
 

圃
家
理
念
に
よ
り
て
統
¥
一
さ
れ
ね
ば
な
ら
ね
o

詳
言
す
れ
ば
枇
命
保
険
は
新
し
き
世
界
観
に
立
脚
す
る
岡
家
矧
・
粧
台
翻
・
経
持
翻
・
叫
-

整
理
努
働
椀
・
人
間
制
・
生
活
観
苦
上
り
て
指
導
さ
?
を
要
す
o

殊
に
杜
曾
保
険
は
濁
り
持
働
者
階
級
D
矯
め
の
み
な
ら
山

・
干
岡
家
・
民
族
の
錫
に
生
れ
た
る
も
の
在
る
が
枕
区
、
/
之
に
岡
家
意
志
と
白
的
と
の
透
徹
す
る
の
必
要
は
一
厨
大
で
あ
る
c

乙
の
故
幅
削

を
以
て
ナ
チ
ス
は
枇
合
保
険
に
於
て
岡
山
喝
の
唄
制
保
険

(NS国間
2
g
E宮
E
回
開
)
た
る
の
倖
統
を
鱒

t
。
帥
ち
刑
合
保
険
で
は
被
保
険
前

者
・
保
険
0
種
類
・
保
険
携
常
者

(
4
0
2
F
E
E町
民
同
仰
向
耳
)
・
保
険
給
付
等
は
綿
て
園
家
的
規
定
に
よ
り
て
強
制
せ
ら
る
a
h

の
で
あ
り
、

合
保
険
に
托
し
た
使
命
は
極
め
て
大
な
り
と
い
は
な
け
れ
ば
社
ら
曲
。

ーー
枇
合
保
険
の
経
管
原
理

16) 

ナ
チ
ス
祉
骨
保
険
縄
替
白
原
理

第
五
十
四
巻

五
ブL

第
一
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ナ
チ
ス
世
合
保
険
鰹
轡
田
原
理

第
五
十
四
巻

ヌミ

O 

第
一
一
統

国
家
は
枇
曾
政
策
的
K
必
要
と
す
る
あ
ら
ゆ
る
人
々
を
原
則
と
し
て
強
制
的
に
被
保
険
者
と
な
す
。
保
険
櫓
歯
者
は
癒
疾
保
険
(
同
国
a

a
E
E
=
z
n
v
o
E凶
肉
)
に
あ
り
で
は
ラ
ン

F
保
険
局

P
E
a
E
4
0
5
E
E
E
m
u
E
U
E
X
)、
職
員
保
険
下
回
mE@宮内
E
g
g
s
E
M巴
で
は
ラ
イ

ヒ
職
員
保
険
局

(morrz町長
rE-Dm世
田
grbMH
〉回開
E
Z
F
)、
疾
病
保
険

(
F
S百
回
当
日
E
V
E
E
S
で
は
疾
病
金
庫
〔
同
E
W
B
W
5
0
)、

智大第華大

傷
害
保
険

(
G
E
-
-
s
v司
宿
泊
四
)
に
あ
り
て
は
ラ
イ
巳
同
業
組
合
(
野
尻
町
昔

B
E
E
n
r
n弓
鯨
夫
共
済
保
険
で
は
ラ
イ
也
鱗
夫
共
済
組
醐

合

(
F
E
E
S
2
4
で
あ
り
何
れ
も
同
家
機
関
で
あ
り
従
っ
て
」
凡
被
保
険
者
と
の
閥
係
は
公
法
嗣
係
で
あ
る
。
ナ
チ
ス
は
岡
家
的
抑

新

強
制
保
険
と
し
て
白
枇
合
保
険
の
伸
統
を
継
げ
る
白
み
た
ら
や
、
計
品
開
保
険
の
本
質
に
就
て
遮
べ
た
る
如
〈
、
之
に
多
〈
の
岡
家
的

任
務
を
課
す
る
に
至
れ
る
が
陸
一
唐
岡
家
的
統
制
や
指
導
を
強
化
す
る
に
至
っ
た
。
E
の
と
と
は
「
ラ
イ
ヒ
(
国
)
保
険
」

A520
問太英部服f

 

p
b
 

n
 

u
 

e
 

臥

uva e
 

d
 

t
山

と
い
ふ
新
し
宮
名
稽
白
下
に
上
に
掲
げ
し
枇
合
保
険
の
諸
部
門
帥
ち
疾
病
・
疲
疾
・
職
員
・
健
夫
共
済
・
傷
害
等
の
各

保
険
量
楓
括
せ
る
に
よ
り
て
も
徴
し
う
る
。
ナ
チ
ス
も
「
己
の
名
稽
の
中
に
同
時
kiJ又
枇
合
保
険
は
、
獅
遜
岡
家
が
そ
白
肢
健
売
る

成
員
に
針
し
て
賀
ら
し
た
E
の
上
古
左
〈
偉
大
社
る
積
抑
的
業
蹟
の
一
つ
で
あ
る
子
と
が
確
認
さ
れ
て
ゐ
る
口
と
い
ふ
a

今
や
枇
曾

保
険
に
針
す
る
最
高
白
監
督
権
は
ラ
イ
ヒ
政
府
の
手
陀
あ
ザ
、
立
法
樺
忙
到
す
る
槽
能
も
亦
之
に
あ
る
。
而
し
て
フ
イ
ヒ
政
府
の
中

EOMMmE国
間
)

ι於
て
ラ
イ
ヒ
持
働
大
臣
が
枇
脅
保
険
争
直
接
の
所
管
事
務
長
在
七
、
保
険
官
腐
亦
伎
の
指
揮
を
う
け
る
。
寸
阻
ん
族
枇
合
主
義
が
ラ
イ

ヒ
円
四
~
に
も
た
ち
し
た
構
カ
ム
」
威
信
と
の
強
化
は
、
枇
合
保
険
の
指
揮
品
W
A
U
に
そ
の
一
官
臓
の
指
導
及
び
臆
替
忙
就
て
も
有
利
紅
一
る
影

響
を
興
へ
て
ゐ
る
の
で
あ

b
o

、

、

-h
新
し
き
保
険
官
騰
は
指
導
者
原
則
(
百
官
。
昔
E
品
師
忙
従
は
ね
ば
社
ら
ぬ
。
之
は
前
遁
D

a
と
勿
論
関
聯
す
る
が
批
舎
保
険
官

腐
の
組
織
楚
革
と
じ
て
特
陀
述
べ
る
必
要
が
あ
る
。
一
耽
合
保
険
の
行
政
は
粧
A

官
民
主
主
義
時
代
に
は
民
主
主
義
的
原
則
白
下
に
行
は

れ
た
が
、
そ
れ
が
矯
に
多
数
の
政
窯
に
「
利
用
せ
ら
れ
、
そ
れ

ι政
銭
。
安
協
掛
引
白
封
象
物
{
関
長
官
白
色
。
H
0
5
0
伊
丹
)
と
作
し
も
多
く
白

z
 

n
b
 

h
，

a
 

p
払

一
-
a

同

知

叫

・
恥
前
d

'
W

山・
a、

民
間
同

R
町
郁
W

T
H
F肱
F

一一一一一一一一一 -ー~~~~一一一一一

17) 

18) 
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令

弊
害
を
生
む
に
至
っ
た
。
枇
合
保
険
民
於
け
る
諸
積
の
政
集
人
殊
に
猶
太
人
白
進
出
、
施
設
白
不
必
要
た
る
繍
張
・
乱
設
・
分
立
川

無
責
任
た
る
行
政
と
事
務
の
官
僚
化
従
っ
て
叉
能
率
の
悪
化
可
人
件
費
・
物
件
費
等
の
不
首
た
る
膨
張
、
監
督
の
弛
緩
不
統
一
等
が

之
で
あ
り
、
そ
れ
が
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
白
唯
物
主
義
や
階
級
主
義
と
結
ぶ
に
至
っ
て
更
に
そ
り
弊
を
倍
加
じ
て
い
n
fた
の
で
あ
る
。
そ
れ

が
ナ
チ
ス
政
権
の
下
に
一
九
三
四
年
七
月
五
日
目
祉
合
保
険
伯
建
設
法

(
E
F
E
m
m
g
c
k
於
吃
明
確
に
指
導
者
原
理
に
よ
り
て
従

来
の
組
織
を
縫
草
す
る
と
と
L
た
し
、
か
白
多
頭
的
危
民
主
主
義
・
議
合
主
義
主
排
し
て
指
導
と
服
従
の
闘
係
に
置
く
に
至
っ
た
。
か

〈
て
ナ
チ
ス
は
枇
合
保
険
白
人
事
行
政
を
刷
新
し
で
、
枇
舎
保
険
官
腐
か
ら
総
て
白
非
ア
リ
7
v
人
と
政
治
的
同
時
分
子
印
ち
猶
太
人

及
び
共
奇
窯
員
や
枇
品
目
民
主
主
義
者
を
一
掃
し
た
。
民
族
共
同
般
の
理
念
を
奉
や
る
指
導
者
原
則
D
下
に
は
階
級
主
義
や
窯
汲
主
義

は
許
さ
る
丸
絵
地
が
な

1
.
枇
品
開
保
険
は
専
ら
民
族
に
奉
仕

L
ゃ
う
と
い
ふ
浪
我
的
・
非
利
己
的
た
閤
民
枇
合
主
主
我
的
人
格
者
逮
に

よ
り
て
慈
借
せ
ら
る
t
A

己
と

apた
っ
た
。
か
〈
て
従
来
の
如
き
保
険
行
政
に
於
け
る
各
部
門
白
多
く
の
機
関
を
腐
し
て
一
人
の
責
任

す
あ
る
指
導
者
(
H
b

奇
与
を
置
き
そ
れ
に
職
員
が
服
従
す
る
己
と
い
Y

た
つ
も
l
o

枇
合
行
政
機
構
の
大
質
化
で
あ
る
と
い
は
ね
ば
左
ら
ね
。

の
組
織
で
あ
る
〉
即
ち
枇
舎
保

c
枇
合
保
険
は
自
治
精
紳
を
根
本
と
た
す
。
ナ
チ
ス
に
よ
れ
ば
枇
合
保
険
は
自
助

(
F
Fきロ『
0
)

険
を
民
族
共
同
慌
に
針
し
て
自
己
責
任
の
概
念
に
燃
ゆ
る
持
働
者
・
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
さ
℃
は
企
業
家
濯
が
相
互
救
桝
の
矯
に
設
け
る

か
や
う
左
枇
合
保
険
四
本
質
に
印
す
る
行
政
は
い
ふ
ま
で
も
た
く
自
治

枇
合
制
度

(
Z
N
S
F

盟
主
を
Em)
左
り
と
在
す
の
で
あ
る
。

を
原
則
ム
し
す
る
σ

但
し
誌
に
所
謂
自
治
は
個
人
主
義
的
政
治
理
念
か
ら
生
ま
れ
し
官
治
に
勤
立
す
る
自
治
に
非
や
し
て
‘
共
同
値
的
・

金
鱒
主
義
的
原
理
土
り
出
づ
る
共
同
般
的
責
任
と
し
て
O
枇
命
的
自
治
主
意
味
す
る
。
粧
台
保
険
が
自
冶
を
原
則
と
左

f
が
故
に
、

行
政
上
一
々
岡
家
白
干
渉
扮
噂
を
煩
は
す
こ
と
を
避
く
べ
き
は
勿
論
在
る
が
、
又
、
普
く
人
々
の
意
志
を
偉
重
し
た
け
れ
ば
た
ら
白
。

枇
合
同
能
行
政
に
顧
問
制
市
町
E
設
け
地
方
園
豊
富
附
・
被
保
険
者
及
び
懇
意
働
戦
墾
古
代
表
者
の
意
見
を
徴
す
る
ζ

と
与
し

て
ゐ
る
と
、
と
或
は
来
、
枇
舎
保
険
が
行
政
の
地
域
的
・
産
業
的
・
経
営
的
事
情
に
邸
臆
す
べ
し
と
た
し
て
ゐ
る
の
は
と
の
原
則
白

ナ

チ

ス

祉

曾

保

険

鯉

替

市

原

理

=

六

一

知

三

腕

第
宜
十
四
巻
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第
五
十
回
巻

六

官事

就

ナ

チ

ス

世

曾

保

険

組

替

の

原

理

一

一

四

あ
ら
は
れ
で
あ
る
o

更
に
又
自
治
陳
則
を
財
政
に
就
て
み
る
に
・
融
合
保
険
の
財
政
は
原
則
と
し
て
所
調
危
険
共
同
鑓

3
0
E
E唱

目
2
日
岳
邑
)
た
る
枇
曾
保
険
の
構
成
者
b
け
で
も
第
働
者
・
サ
ラ
リ
ー
T

ン
及
び
企
業
家
の
責
任
と
た
す
べ
〈
、
妄
り
に
岡
家
財
政

に
依
存
す
べ
き
も
の
に
非
や
と
さ
れ
て
ゐ
る
。

担
、
枇
合
的
原
理

a
枇
合
保
険
は
共
同
鱒
的
原
理
に
よ
ら
h
H

ぽ
在
ら
ぬ
。
ナ
チ
ス
に
よ
り
て
継
承
さ
れ
し
枇
合
保
険
の
最
犬
白

任
務
ほ
一
世
曾
を
共
同
幽
開
化
す
る
と
と
に
あ
る
。
一
粧
品
問
保
険
は
創
始
以
来
枇
舎
の
安
定
を
そ
白
目
的
と
一
な
し
て
ゐ
た
が
充
分
に
そ
白
放

果
を
事
げ
え
示
、
殊
に
枇
品
四
民
主
主
義
時
代
に
は
階
級
闘
争
の
一
城
塞
と
化

T
る
に
至
っ
た
ロ
一
粧
曾
保
険
か
ら
か
h
A

る
階
級
性
・
闘

争
性
を
梯
拭
す
る
と
と
が
枇
合
保
険
再
建
に
常
り
て
の
緊
急

C
課
題
で
あ
る
。
ナ
チ
ス
が
駐
曾
聖
共
同
臆
化
す
る
ビ
就
て
特
に
粧
品
閏

保
険
に
於
七
努
力
し
つ
a
A

あ
る
と
と
は
、
之
に
よ
り
て
持
働
階
級
の
粧
持
生
活
を
集
圏
的
に
保
設
せ
ん
と
す
る
と
と
で
あ
り
、
勢
働
及

び
持
働
者
を
隼
重
せ
し
む
る
と
と
~
で
あ
り
企
業
家
主

ιて
枇
合
保
険
の
負
携
に
任
ぜ
じ
む
る
乙
と
で
あ
る
。
一
般
に
資
力
乏
L
f且

叉
所
得
も
僅
少
在
る
持
働
者
階
級
を
、
疾
病
・
傷
害
-
A
A
娩
・
老
齢
等
白
矯
め
に
勢
働
能
力
・
生
業
能
力
を
喪
失
減
少
し
た
る
揚
合

に
、
之
を
救
済
す
る
必
要
白
あ
る
は
い
み
ま
で
も
左
い
が
、
之
が
岡
家
又
は
資
本
家
一
階
級
の
憐
怒
と
か
恩
恵
と
か
に
よ
り
て
た
さ
れ

A
Y
 

る
と
い
ふ
と
と
は
、
勢
働
者
階
級
の
白
倉
心
を
傷
〈
る
が
放
に
越
〈
べ
き
で
あ
ふ
o

き
れ
ば
ナ
ヂ
ス
は

Z
E柑
労
働
者
・
サ
ラ

P
1
マ

lu

y
及
び
企
業
家
に
よ
り
て
器
全
る
a
A

枇
合
的
自
助
白
組
織
と
な

'fa
今
日
、
企
業
家
が
粧
品
閏
保
険
白
掛
金
を
負
捨
ず
る
の
は
、
前
時

o

代
の
如
〈
、
彼
等
が
強
者
と
し
て
弱
者
た
る
持
働
者
・
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
鋳
に
支
携
は
る
E
A

犠
牲
で
あ
る
と
か
、
「
枇
合
的
負
推
」

a

(
5
5
E
E
)
(
S
N
Z
Z
F
E
5巴
と
か
で
は
た
〈
し
て
、
岡
家
的
に
規
定
さ
品
、
た
る
警
指
導
者

(
E
E
M
F
-
の
そ
の
従
属
者
}
仙

州
諸

(
の
事
事
国
自
)
に
封
ず
る
共
同
栂
的
た
営
然
の
義
務
主
で
し
て
た
さ
れ
る
O
で
あ
る
。
か
く
し
て
駐
舎
保
険
の
給
付
は
労
働
者
階
級
に
と
副

'
P
て
は
何
等
資
本
家
に
上
る
施
興
や
救
酬
で
も
左
〈
叉
岡
家
に
よ
り
て
た
さ
れ
る
貧
民
救
済
(
骨
量
国
主
。
問
。
)
で
も
友
〈
J
彼
等
の
棒

L

利
と
し
て
請
求
せ
ら
れ
、
そ
と
に
は
隣
級
的
た
隷
属
・
支
配
白
闘
係
は
存
し
な
い
白
で
あ
る
。
突
に
持
働
及
び
持
働
者
。
，
骨
号
室
と
い

一一一一一一一一ニ一一一一一←一一一
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ふ
と
と
は
枇
舎
白
共
同
健
化
に
飲
く
べ
か
ら
ざ
る
己
と
で
あ
る
。
前
時
代
の
如
〈
勢
働
が
資
本
よ
り
も
、
そ
し
て
叉
持
働
者
が
査
本

家
よ
り
も
軽
蔑
せ
ら
る
h

が
如
曹
封
立
や
差
別
の
存
ず
る
限
り
制
合
的
共
同
慣
は
寅
現
L
難
い
。
ナ
チ
ス
枇
倉
保
険
に
於
け
る
持
働

者
白
保
護
は
ち
根
本
に
於
て
は
岡
氏
経
済
的
に
み
た
る
勢
働
の
高
き
慣
値
の
認
識
に
出
殻
し
尤
ゐ
る
。
帥
ち
前
時
代
の
如
〈
、
弊
働

は
枇
曾
的
弱
者
た
る
労
働
者
の
牧
入
の
唯
一
の
源
泉
た
る
が
故
陀
保
護
す
べ
し
と
一
夜
さ
る
ピ
に
非
一
干
し
て
、
弊
働
は
圏
一
一
誠
的
に
最
も

慣
値
多
き
が
故
に
之
を
保
護
す
べ
く
、
従
っ
て
叉
勢
働
者
を
保
護
せ
ざ
る
べ
か
ら
宇
と
な
す
白
で
あ
る
。
枇
曾
保
険
に
於
け
る
給
付

bz
始
め
棉
て
白
取
扱
に
と
の
精
岬
が
貫
か
る
L
が
故
に
、
持
働
者
も
亦
自
ら
悶
重
し
て
以
前
白
如
き
賃
銀
稼
ぎ
や
ア
市

V
9
1
p
ア

根
性
を
す
て
L
ゆ
く
。
凡
そ
か
く
の
如
き
方
法
に
上
り
て
枇
合
保
険
は
弐
第
に
階
級
住
を
清
算
し
つ
aa
あ
る
D
Jで
あ
る
が
、
杭
一
合
保

険
主
パ
同
閥
的
性
格
を
強
化
す
る
に
は
、
祉
合
保
険
を
車
友
る
事
後
的
故
神
白
手
段
に
止
め
や
し
て
、
事
る
事
前
的
救
桝
乃
一
生
理
防

2
2
z
n四
回
品
)
の
手
段
に
ま
で
進
め
在
け
れ
ば
た
ち
血
。
勢
働
者
階
級
D
生
活
を
脅
か
す
が
畑
昔
事
枕
は
之
主
防
止
す
る
に
よ
り
て

彼
等
の
嗣
祉
は
一
居
増
進
し
社
曾
も
亦
共
同
脱
化
さ
れ
る
vo

ナ
チ
ス
が
枇
舎
保
険
に
保
健
政
策
と
し
て
白
積
極
的
任
務
を
課
す
る
に

至
っ
た
一
つ
の
理
山
は
悲
に
あ
る
。

h
枇
合
保
険
は
弊
働
者
階
級
白
'
一
家
族
を
保
護
ず
べ
し
と
な
さ
れ
る
。
既
に
述
べ
た
る
如
く
ナ
チ

久
は
枇
合
保
険
の
任
務
は
つ
被
保
険
者
売
る
創
出
的
調
逸
人
及
び
モ
白
家
族
の
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
蹄
消
化
K
際
し
て
扶
助
吐
ん
と
す
る

に
あ
る
」
と
高
ら
か
に
叫
ん
で
ゐ
る
の
で
あ
る
。
而
し
で
か
く
白
如
〈
家
族
保
護
の
精
神
を
強
調
す
る
に
至
れ
る
は
枇
舎
の
共
同
摺

化
の
潟
め
で
あ
る
が
、
更
に
叉
か
れ
ら
白
種
族
的
原
理
土
り
す
る
人
口
政
策
・
家
族
政
策
さ
て
は
園
防
政
策
等
と
闘
聯
す
る
の
で
あ

る
。
と
の
家
族
保
護

(
F
E
r
E司
E
品
。
)
と
前
漣
の
抽
出
防
保
護

2
2
F
d唱
足
。
耳
目
同
唱
]
と
は
、
明
に
枇
舎
保
険
の
最
初
の
目
的
を

乗
り
超
え
た
官
白
で
あ
る
白
川
脅
迫
枇
命
保
険
の
奪
還
は
舶
に
そ
の
方
向
に
向
つ

τ進
み
つ

L
あ
る
の
で
あ
る
。
現
行
規
定

K
5
0

家
族
保
誌
は
左
白
如
し
。

ナ
チ
ス
枇
曾
保
険
極
骨
田
原
理

疾
病
骨
険
に
於
申
書
家
族
扶
助
(
出
目
E
E
E
F〕
白
規
定
は
豆
常
給
付
円
同
品
。
己
官
四
百
四
)

A

L

じ
て
は
、

第
五
十
四
巻

フ時

第
三
部

五

(

い

)

一
定
自
扶
養
を
ラ
〈
る
機
利
回
あ
る

H. :Br!luweiler; a. a. O~S. 107 23) 



守

ナ
チ
ス
枇
骨
保
険
鯉
替
の
原
理

第
五
十
田
容

六
回

第
t 

披

大

親
周
に
封
す
Z

引
所
謂
「
家
族
挟
病
看
護
」
(
目
昼
間

g
z
s
r骨
aao唱
)
在
、
世
帯
を
共
に
す
る
親
周
目
女
棋
に
謝
す
る
所
謂
「
車
旋
産
婦
扶
助
」

(El

E
ロお問看。

orgr-]『

0
)

で
あ
る
。

点
ろ
)
年
金
保
険
(
回
目
昨
日
4
0
2
岳
R
E
m
)
(痩
疾
保
険
在
職
員
保
険
k
E
一
繍
稲
)
に
は
遺
族
年
金
(
回
目
布
佐
官
官
ロ
自
話
回
目
。
)
白
設
附
が
あ
る
。
之
E

分
ち
て
寡
婦
年
金
(
耳
再
A
E
Z
E
O
)
・
娘
夫
年
金

(
g
d
s
zロ
R
)
及

V
孤
児
年
金
(
耳
呂
田
口
昌
国
向
。
)
の
=
一
と
な
ナ
。
寡
婦
年
金
を
う
け
る
も
由
同

様
疾
保
険
に
於
て
は
、
自
ら
綾
疾
で
あ
る
か
、
満
六
十
五
歳
に
建
し
て
ゐ
る
か
或
ひ
は
夫
の
死
亡
間
際
三
児
以
上
を
養
育
せ
る
寡
揖
白
み
を
あ
る
が

職
員
保
険
に
於
で
は
、
凡
そ
寡
婦
は
何
れ
も
之
を
受
け
る
と
と
に
な
っ
て
ゐ
る
@
腺
夫
年
金
を
受
町
る
白
は
生
業
曲
力
な
き
賓
固
な
被
保
険
者
D
鯨

夫
で
、
被
保
険
者
出
彼
女
の
家
計
を
主
主
L
て
支
持
し
て
ゐ
た
揚
合
白
み
で
あ
り
、
被
保
険
者
四
死
後
、
そ
の
子
供
は
満
十
五
歳
但
し
職
業
敬
育
轄

の
場
合
は
十
凡
歳
に
至
る
ま
で
孤
児
年
金
を
ろ
け
る
。

A
H
)

傷
害
保
険
忙
あ

p
で
は
傷
害
世
死
白
場
合
に
プ
遺
接
年
金
が
、
寡
厨
が
あ
れ
ば
之
に
、
但
し
要
救
護
世
が
命
現
E
9
企
業
ポ
陪
D
場
合
に
、
腺

夫
に
1
十
五
歳
宋
浦
田
エ
ー
去
に
謝
し
て
興
へ
ら
れ
、
例
外
的
に
は
被
保
険
者
向
隼
圏
親
に
劃
し
て
も
興
へ
ら
れ
る
。

C

ナ
チ
ス
枇
合
保
険
は
被
保
険
者
白
範
囲
世
続
々
抜
大
せ
ん
と
す
る
。
一
粧
曾
保
険
は
従
来
殆

E
全
く
持
働
者
・
サ
ラ
リ
ー
T

Y

に

探
険
義
務
を
負
は
し
て
ゐ
た
回
で
あ
る
が
、
ナ
チ
ス
政
樺
は
枇
品
目
保
険
を
更
に
枇
曾
的

ι撰
荒
す
べ
し
と
た
も
¥
一
九
三
七
年
一
一
一

月
二
一
日
の
法
律

K
Z
り
て
、
枇
品
開
保
険
は
そ
の
門
戸
を
総
て
の
狽
遜
人
の
自
由
意
土
砂
た
加
入
官
臣
官
2
臣
官
回
国
2
2
4

陀
開
放

4

M

m

 

す
る
と
と
L
一
悲
し
、
課
年
同
月
同
日
の
「
獅
治
手
工
業
応
射
す
る
養
老
制
度
に
闘
す
る
法
律
」
(
自
由
E
N
F
R
骨

K
Z
2
2
2唱
品
宮
町

宮
巴
E
m
E何
回
目
守
向
井
)
に
擦
れ
ば
・
一
九
三
九
年
一
月
一
目
か
ら
手
工
業
名
簿
(
回
目
言
。
音

op)
に
安
録
さ
れ
て
ゐ
る
綿
て
の
男

女
手
工
業
者
1

質
際
的
に
は
向
響
的
手
工
業
白
親
方
ー
が
、
彼
等
が
徐
り
に
老
齢
白
濁
民
保
険
能
力
を
快
い
で
ゐ
た
い
限
り
は
い
職

一
業
能
力
喪
失
並
に
老
齢
白
場
合
に
備
へ
ん
が
潟
に

E
叉
遺
族
の
利
盆
白
爆
に
保
険
に
附
せ
ら
る
与
と
と
な
り
、
比
較
的
年
齢
白
岩
昔

保
険
義
務
あ
る
手
工
業
者
は
職
員
年
金
保
険
忙
加
λ
せ
し
め
ら
る

L

E
と
h
左
っ
た
。
お
も
千
工
業
者
自
保
険
義
務
は
個
人
保
険
と

白
一
聞
の
年
金
に
よ
っ
て
も
泉
苫
れ
ラ
る
が
故
忙
、
一
定
の
僚
件
の
下
に
保
険
免
除
雪
印
E
n
S
O
B唱
r
H
F
2
4
又
は
掛
金
を
半
額
止
す
る

町

牢
保
険

2
E
Z
E。
『
目
白
岡
)
の
制
度
も
認
め
て
ゐ
る
。
右
の
如
き
家
内
工
業
経
持
者
の
外
、
更
に
/
叉
、
自
倍
者
月
五
企
業
家
も
経
済

的
無
力
と
融
合
政
策
的
保
謎
の
必
要
と
を
顧
み
て
被
保
険
の
範
囲
に
加
〈
ト
り
る
・

1
三
六

O
O馬
主
以
下
の
年
所
得
を
有
ず
る
教
師
・

Dr.'Krohn白論文(前掲、年報 S.155) 
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¥ 

忠 一一一一一一一一一
c 一一一一一一」ー

ニー J一一ー一一一一一

'4) 
'5) 



教
育
家
・
欝
人
は
疾
病
保
険
の
義
務
を
負
刊
日
、
小
工
業
経
持
者
投
び
に
其
他
白
企
業
総
替
者
は
疾
病
保
険
に
任
意
参
加
し
え
、
梅
回
目

崎

災
害
保
険
(
回
目

H
E
P
E
2
5官
日
目
別
)
は
航
海
諜
・
遠
洋
漁
業
及
び
沿
海
漁
業
の
小
粧
替
の
共
同
企
業
者
に
も
及
附
比
さ
れ
る
。
一
枇
曾

保
険
主
凡
て
白
獅
品
砲
の
自
由
加
入
に
開
放
し
た
る
己
と
、
自
替
者
・
企
業
者
に
保
険
義
務
を
及
ぼ
す
に
至
っ
た
と
と
は
凋
湛
祉
合
保

険
史
上
の
割
期
的
た
賞
展
で
あ
る
。
ナ
チ
ス
は
そ
の
黛
の
綱
領
第
十
五
僚
「
に
番
人
は
養
老
制
度
〆
E
S
E
-
4
2
2官
ロ
肉
)
白
大
規
模
-
な

る
横
張
を
要
求
す
る
」
と
掲
げ
て
ゐ
る
が
、
最
近
の
と
の
大
礎
化
は
こ
の
精
紳
の
表
現
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
従
っ
て
ナ
チ
ス
一
舵
曾
ー

保
険
は
前
途
に
幾
多
白
改
革
を
粛
ら
す
も
の
井
一
考
へ
紅
ば
た
ら
ぬ
。

ιナ
チ
ス
白
枇
合
保
険
は
共
同
腸
的
訓
練
の
一
大
機
闘
と
し
て

白
任
務
を
呆
し
つ
L
あ
る
。
ナ
チ
ス
一
枇
合
保
険
は
以
前
。
如
き
階
級
的
性
格
を
す
て

L
新
し
昔
共
同
照
的
な
も
D
に
竣
草
さ
れ
た

が
、
そ
の
共
同
閥
的
た
賓
を
あ
ぐ
る
に
は
不
断
に
と
の
制
度
に
よ
り
て
共
同
鰐
的
な
訓
練
が
行
は
れ
ね
ば
危
ら
ぬ
。
而
も
か
h
A

る
共

同
鰐
的
訓
練
が
濁
り
枇
合
保
険
の
鋳
め
の
み
紅
ら
宇
、
新
岡
家
白
目
指
す
民
族
共
同
開
建
設
白
根
本
た
る
以
上
、
枇
曾
保
険
の
も
つ

園
出
端
的
任
務
も
亦
夫
在
り
と
い
ほ
h
H

ば
・
た
ら
白
。
枇
合
保
険
は
持
働
者
階
級
と
企
業
家
階
級
と
に
新
一
し
き
世
界
観
・
岡
家
槻
及
び
新

し
き
枇
命
的
共
同
責
任
を
教
へ
る
。
彼
等
の
掛
金
は
共
同
酬
閥
的
た
営
叫
冊
目
義
務
泣
り
と
せ
ら
る
A
に
よ

u
r
t従
前
の
如
曹
掛
金
や
給

付
を
巡
る
階
級
闘
争
も
解
消
す
い
へ
〈
、
又
、
拙
労
働
者
階
級
に
新
し
き
生
活
の
規
準
を
教
へ
る
E
と
に
よ
り
て
、
前
時
代
目
如
昔
唯
物

的
・
享
壊
的
生
活
や
怠
惰
・
侍
頼
、
む
を
駆
逐
し
、
ナ
チ
ス
の
目
指
す
如
吉
簡
緊
質
朴
・
剛
健
在
る
生
活
の
型
に
は
め
込
む
ロ
印
ち
園

出
棋
は
一
枇
脅
保
険
医
封
ず
る
指
導
を
毎
々
強
化
す
る
と
と
に
ノ
よ
り
て
、
岡
民
一
舵
曾
主
義
の
理
念
に
よ
与
て
岡
氏
の
思
想
と
共
に
生
活
の

規
準
化
・
標
準
化
を
行
ひ
っ
L
あ
る
の
で
あ
る
。
祉
合
保
険
経
雌
百
四
一
枇
脅
的
原
理
と
し
て
は
以
上
の
外
、
枇
合
保
険
が
公
私
の
粧
台

救
護
・
澗
品
描
融
貯
働
職
線
岡
家
白
扶
助
制
度
等
と
初
接
た
る
漣
絡
を
保
ち
つ
L
あ
る
と
と
も
忘
れ
て
は
た
ら
ね
。

ザ

ハ
経
椅
的
原
理
、
a
枇
合
保
険
は
園
民
勢
働
力
白
維
持
費
展
を
目
的
と
す
る
。
滑
草
的
K
は
祉
品
開
保
険
は
弊
働
者
の
生
活
を
保

暗
闘
す
る
と
い
ム
枇
合
政
策
的
理
由
を
以
、
て
生
れ
た
の
で
あ
る
が
、
枇
合
保
険
は
又
同
時
に
岡
民
的
勢
働
力
を
維
持
冊
目
展
せ

L
む
る
と

二
七

テ
チ
ス
一
世
曾
保
険
鯉
毎
回
原
理

保
玉
十
四
巻

. 告書

腕

ムメ、
五

同上、 P.49
1-1. BrauweilerJ '8. a. O. S. 106. 

26) 
27) 



ナ
チ
高
枕
官
保
険
制
岡
管
白
原
理

第

蹴

策
五
十
四
巻

一
六
方

丹、

い
ふ
経
憐
政
策
的
機
能
を
有
す
る

Q

蓋
し
弊
働
者
四
疾
病
や
傷
害
忙
治
療
を
興
へ
る
と
と
は
そ
れ
は
言
ふ
迄
も
友
A
V
園
民
的
弊
働
力

の
保
護
で
あ
り
維
持
で
あ
り
、
之
を
放
任
し
て
四
国
一
け
ば
モ
れ
だ
け
岡
民
的
努
働
力
白
喪
失
と
た
る
@
溜
刺
た
る
岡
民
的
創
迭
と
い
ふ

こ
と
在
一
切
り
政
策
の
基
調
と
在
す
ナ
チ
ス
は
経
済
政
策
に
於
て
も
空
産
を
第
一
と
一
段
す
が
散
に
、
従
っ
て
叉
第
働
を
重
要
蹴
せ
ざ

る
を
え
ぬ
。
彼
等
に
上
り
て
枇
曾
保
険
は
持
働
者
D
生
存
の
保
読
す
る
と
い
ふ
が
如
き
い
は
Y
消
極
的
た
任
務
よ
り
特
じ
て
、
持
働

者
を
し
て
積
械
的
に
岡
家
に
貢
献
せ
し
む
る
矯
に
彼
の
持
働
力
を
保
護
し
育
成

L
訓
練
す
る
機
関
た
ら
し
め
ら
れ
つ

L
あ
る
。
疾
病

や
傷
害
の
取
扱
に
就
て
も
皐
忙
消
極
的
左
手
営
に
非
や
し
て
速
に
弊
働
能
力
を
同
復
し
て
持
働
戦
線
に
再
起
す
る
と
い
ふ
と
と
を
目

指
し
て
行
は
れ
る
。
か
の
家
族
僻
護
千
子
隔
者
の
特
葱
等
も
亦
一
つ
に
は
こ
白
労
働
政
策
D
意
味
を
も
っ
。
山
ち
枇
合
保
険
は
自
助

的
危
組
織
に
よ
る
弊
働
力
の
維
持
議
展
白
機
構
で
あ
る
。
国
民
的
持
働
力
は
と
り
機
構
忙
よ
b
て
岡
家
的
に
綜
合
的
・
k

統
一
的
・
計

霊
的
に
培
養
・
維
持
訓
練
さ
れ
る
。
企
業
家
階
級
は
と
れ
あ
る
に
よ
り
て
岡
民
的
持
働
の
供
給
上
一
定
白
保
認
を
う
貯
う
る
し
、
園
{
仲

民
経
済

E
亦
司
令
の
安
全
性
を
確
保
さ
れ
る

b
貯
で
あ
る
。

h
枇
命
保
険
は
一
般
的
な
園
長
資
本
管
理
の
卓
一
要
な
る
機
構
で
あ
る
。
今

S

、

現

目
、
遺
枇
命
保
険
四
支
問
は
四
十
億
乃
至
五
十
億
克
に
及
ぶ
と
い
は
れ
る
が
そ
の
大
部
v

昔
話
持
働
者
・
企
業
家
の
掛
金
牧
輔

入
に
よ
る
も
の
な
る
が
放
に
、
と
の

E
犬
怠
る
図
民
的
費
本
が
祉
命
保
険
を
通
じ
て
呑
吐
さ
れ
て
ゐ
る
と
い
は
ね
ば
友
ら
ぬ
。
枇
舎
醐

保
険
の
収
入
は
個
々
白
人
の
手
に
あ
る
資
金
を
そ
の
掛
金
と
し
て
奪
っ
て
之
を
集
中
し
枇
品
開
化
し
た
も
白
で
あ
る
。
個
々

λ
の
所
得
文

。
蓄
積
を
妨
げ
る
が
、
併
し
凋
人
の
手
に
残
せ
ば
零
細
と
る
忙
足
ち
ぬ
、
資
金
が
数
十
億
出
向
克
と
い
ふ
E
九
な
る
枇
曾
と
な
り
て
、
哨

枇
合
的
・
岡
家
的
KE大
左
る
機
能
を
殻
探
し
岡
氏
を
し
て
そ
の
一
思
惑
に
浴
せ
し
む
る
と
す
れ
ば
、
モ
れ
は
必
十

L
も
不
合
迎
と
た
し
咽

難
い
。
況
ん
や
ナ
チ
ス

D
Z
Tそ
れ
が
闘
員
患
の
維
持
護
展
に
む
け
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
個
人
的
に
み
て
品
家
的
に
み
は

で
も
そ
の
債
値
大
及
。
と
せ
ね
ば
左
ら
ね
o
但
し
掛
金
の
高
き
が
弊
働
者
に
と
り
て
犠
へ
難
き
も
白
で
あ
る
と
せ
ば
、
文
新
な
一
枇
曾

D

問
題
を
生
宇
る
が
故
に
、
一
舵
合
保
険
の
負
婚
に
一
定
の
限
度
の
あ
る
べ
き
は
い
ふ
を
侯
た
白
。
ナ
チ
ス
は
持
働
と
共
に
資
本
に
就
て
姐

、、
一一一一一一一一一一一一一一一一



も
高
度
の
岡
家
管
理
主
行
ひ
q
e
A

あ
る
。
従
っ
て
経
械
的
意
義
の
多
昔
枇
合
保
険
が
資
本
の
見
地
か
ら
も
そ
の
統
制
下
に
立
つ
，
て
ゐ

る
と
と
は
い
ふ
ま
で
も
た
い
。
z而
し
て
ナ
チ
ス
が
粧
台
保
険
り
資
金
は
枇
舎
保
険
白
矯
に
使
用
す
べ
き
も
の
な
り
と
の
原
則
を
樹
て

L
ゐ
る
が
、
近
時
そ
の
剰
徐
金
が
公
債
に
む
け
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
だ
あ
ら
う
。
勿
論
剰
徐
金
を
公
債
に
投
巳
て
置
く

と
い
ふ
己
と
の
み
で
は
、
枇
合
保
険
が
園
家
財
政
に
利
用
さ
れ
た
と
と
に
は
な
ら
ぬ
が
、
岡
家
財
政
を
援
助
す
る
震
に
刺
徐
金
を
作

る
と
す
れ
ば
大
在
る
問
題
が
生
や
る
で
あ
ら
う
。
兎
に
角
、
枇
合
保
険
は
財
政
と
符
接
一
た
る
聞
係
主
有

L
、
殊
に
前
時
代
に
は
枇
曾

保
険
は
岡
家
財
政
の
一
大
負
持
と
友
っ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
が
、
今
日
は
却
っ
て
園
家
財
政
を
支
援
す
る
地
位
に
立
ち
至
つ
売
。
そ
れ

は
一
面
に
は
枇
合
保
険
白
財
政
の
樹

τ直
り
D
誰
左
で
あ
る
が
、
枇
合
保
険
が
ナ
チ
ス
の
経
桝
政
策
財
政
政
策
塗
行
の
一
翼
と
化

ι

て
ゐ
る
之
と
を
示
す
も
白
で
あ
る
。
郎
ち
枇
舎
保
険
は
ふ
ノ
チ
ス
的
資
本
管
理
白
重
要
な
る
部
門
主
在
す
。

C

ナ
チ
ス
枇
合
保
険
は
園

民
所
得
白
再
分
配
を
目
指
す
。
枇
舎
保
険
は
牧
入
と
支
出
と
を
通
じ
て
バ
更
に
具
健
的
に
い
へ
ば
掛
金
負
婚
と
給
付
の
配
分
を
通
じ

て
岡
氏
所
得
の
再
分
配
を
行
ム
。
己
の
事
貨
を
明
に
認
識
す
る
と
き
始
め
て
合
理
的
な
岡
氏
所
得
の
再
分
配
政
策
が
行
は
れ
る
。
枇

舎
保
険
は
意
識
的
に
危
険
が
平
均
以
干
的
に
僅
少
な
る
艇
桝
捨
賞
者

2
5
0官
官
革
関
宮
)
を
も
之
に
奉
加
せ
し
め
て
し
か
の
個
人
保
険

か
ら
み
れ
ば
徐
り
に
も
高
い
掛
金
主
負
櫓
さ
せ
る
。
帥
ゆ
り
枇
脅
保
険
は
比
較
的
に
よ
い
生
活
地
位
の
人
々
に
「
粧
台
的
割
増
金
」

(ZNZ-mH耳
目
白
を
課
し
て
比
較
的
資
力
の
乏
し
き
参
加
者
の
利
径
を
は
か
ら
う
と
す
る
。
枇
合
保
険
は
交
換
的
正
義

(!"Er『
EO

白

OBOE-mEC
白
代
り
に
均
術
的
正
義

(Em凹
E
o
v
E骨

P
B
o
F
8
E
4
に
立
つ
も
由
で
あ
り
、
ぞ
れ
故

κ枇
合
保
険
に
は
扶
助
思
想

2
2
0
a
E噌
問
。
骨
田
宮
田
)
が
取
入
れ
ら
れ
て
ゐ
る
と
も
い
は
れ
る
の
で
あ
ゐ
。
企
業
家
臨
殺
は
資
力
大
た
る
が
故
に
大
悲
る
負
捨
能
力

を
有
す
る
は
勿
論
で
あ
る
が
、
然
し
彼
等
は
そ
白
資
本
を
以
究
同
家
的
に
必
要
な
る
企
業
の
経
畿
に
任
ぜ
ね
ば
た
ら
ぬ
か
ら
、
そ
θ

負
捨
も
経
済
政
策
と
白
調
和
の
上
に
立
北
ね
ば
た
ら
ね
u

祉
合
保
険

K
I
り
て
行
は
己
主
如
よ
白
岡
民
所
得
の
再
分
配
が
沿
前
時
代

の
如
〈
所
諸
分
配
政
策

3
2何

回
目

E
咽
宣
言
5
か
ら
割
h

り
山
同
志
れ
た
所
得
の
階
級
的
絹
衡
と
か
機
械
的
た
劃
一
と
か
を
目
指
す
に
非
守

ナ
テ
λ

枇

曾

保

険

鰹

昏

白

隔

週

一

一

九

僚
主
十
同
容
一

六
J七

第
三
抗

29) 30) L. Richter a. a. O~ S. '10 
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ナ
キ
許
可
A

世

曾

保

険

組

瞥

白

原

圏

第

三

蹴

じ
て
、
経
済
政
策
乃
至
生
産
政
策
を
中
心
と
し
て
ゐ
る
鮪
忙
ナ
チ
ス
政
策
の
特
色
が
噛
ら
は
れ
て
ゐ
る
、
園
民
所
得
白
再
分
配
に
よ

り
て
宮
白
均
衡
と
い
ふ
己
と
よ
り
も
持
働
力
白
維
持
・
後
遺
'
育
成
さ
て
は
市
場
の
維
持
恐
慌
白
防
止
従
っ
て
叉
生
産
の
費
展
在
よ

り
重
要
親
し
七
ゐ
る
の
で
あ
る
。
ナ
チ
λ

に
と
り
℃
は
枇
合
政
策
よ
り
も
経
済
政
策
が
上
り
軍
要
で
あ
る
。
否
J

、
枇
合
政
策
は
経
済

政
策
と
矛
盾
す
る
も
の
に
非
や
し
て
そ
れ
と
一
慢
と
左
り
て
之
を
促
進
ぜ
し
む
べ
き
も
の
で
あ
る
。

第
五
十
四
巻

二
六
八

= 
O 

線

括

と

批

剣

吾
人
は
ナ
チ
ス
祉
命
保
険
白
銅
鐸
晶
一
原
理
を
可
た
り
詳
細
に
漣
ぺ
来
っ
た
。
之
を
告
に
公
に
せ
る
ナ
チ
ス
社
合
保
険
白
改
苧
」
共
に

併
せ
讃
む
な
ら
ば
更
に
一
屠
ナ
事
ス
枇
曾
保
険
再
建
の
跡
を
明
に
し
う
る
で
あ
ら
う
。
さ
て
本
章
に
於
て
漣
ぺ
た
る
所
を
要
括
す
る

た
ら
ば
、
ナ
チ
ス
枇
合
保
険
は
枇
舎
を
共
同
館
化
ず
る
己
と
に
よ
り
て
岡
家
の
安
泰
を
闘
ら
ん
と
す
る
と
左
に
根
本
目
的
は
あ
り
、

そ
の
限
り
に
於
て
ナ
チ
ス
も
い
ふ
如
く
創
始
者
ピ
ス
マ
ル
ク
の
精
刺
世
話
か
す
も
の
で
あ
る
が
、
更
に
ナ
チ
λ

は
之
忙
積
極
的
危
持

働
政
策
・
人
種
政
策
・
闘
防
政
策
等
よ
り
保
健
政
策
吉
田

E
F
Z
m旬
。
富
山
ご
と
し
て
の
一
大
使
命
を
托
し
、
叉
‘
同
時
に
新
し
吉
岡
家

的
・
枇
合
的
精
神
を
以
て
岡
氏
を
訓
練
す
る
任
務
を
も
課
し
た
。
か
く
て
枇
曾
保
険
は
阜
に
持
働
者
階
級
止
し
て
の
問
題
ー
忙
止
ら
や

一一

ιて
園
民
的
・
民
族
的
左
関
紙
に
撲
大
す
る
に
至
っ
た
。
而
し
で
之
等
主
貫
く
も
の
は
、
民
族
の
原
理
で
あ
り
血
の
原
理
で
あ
hv
精

神
白
原
理
で
あ
る
。

ナ
チ
ス
が
枇
舎
保
除
白
政
治
的
機
構
を
革
め
て
指
導
者
原
則
を
樹
て
人
事
を
刷
新
し
狛
太
人
や
政
治
的
異
分
子
を
逐
ひ
し
が
如
き

又
、
枇
舎
の
共
同
化
の
手
段
と
し
て
、
持
働
者
階
級
の
生
活
を
保
詮
す
る
と
共
に
、
彼
等
の
人
格
や
鰭
面
を
隼
重
し
て
、
以
前
白
如

〈
、
世
命
保
険
を
以
て
「
粧
曾
的
負
携
呆
」
あ
る
と
か
思
惑
で
あ
る
と
か
い
ふ
思
想
主
一
掃
じ
っ
h
あ
る
と
と
、
更
に
又
、
勢
働
者
・

サ
ラ
リ
ー
]
Y
V
D
み
左
ら
宇
そ
の
家
族
白
保
護
を
披
張

L
来
れ
る
己
と
、
殊
に
、
岡
民
的
た
犬
規
模
白
扶
養
制
度
を
建
設
せ
ん
と
白

拙著ナチス世曾政策白研究参照

、 a 守、 ー一
、ー 一ー← 2一一一一一ー、一一一一一~一一一一一一
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理
想
か
ら
一
枇
合
保
険
を
中
小
工
業
者
十
白
替
者
に
ま
で
及
ぼ
ず
に
至
れ
る
は
何
れ
も
大
友
る
改
革
と
い
は
h
H
ば
友
ら
ね
。
枇
舎
保
険

が
消
極
的
退
嬰
的
た
救
桝
と
い
ふ
と
ん
」
上
り
も
、
柑
労
働
力
の
維
持
・
培
養
の
機
関
と
し
て
岡
家
の
積
鋭
的
投
生
産
政
策
と
歩
調
を
合

は
せ
っ
h
あ
る
と
止
も
分
配
や
消
費
中
心
の
前
時
代
に
比
す
れ
ば
ト
へ
た
る
特
換
で
あ
り
、
枇
合
保
険

ιよ
石
官
の
再
分
配
温
税
も
亦

己
白
生
産
政
策
や
弊
働
政
策
を
基
調
と
し
て
ゐ
る
と
と
は
治
す
べ
か
ら
ざ
る
鮪
で
も
る
。
更
に
又
、
枇
舎
保
険
の
穀
果
を
邸
時
的
な

る
べ
き
も
mu
と
た
し
、
そ
の
分
化
・
分
布
に
地
方
原
則
を
と
り
入
れ
て
ゐ
る
己
と
は
、
統
一
の
陥
れ
る
劃
一
的
・
官
僚
的
弊
を
防
が

ん
B

と
す
る
も
白
で
あ
り
、
又
、
枇
合
保
険
の
給
付
白
確
寅
性
を
保
た
し
め
ん
が
矯
に
財
政
を
建
て
直
し
た
る
己
止
及
叫
モ
の
賞
蹟
に

は
み
る
べ
き
が
あ
る
o
財
政
の
建
て
直
し
は
収
入
を
多
か
ら
し
め
支
出
を
出
来
る
だ
砂
緊
縮
す
る
の
一
外
一
泣
い
の
で
あ
る
が
‘
そ
れ
が

単
に
技
術
に
止
色
・
干
し
て
枇
合
的
・
経
済
的
機
構
と
照
臨
し
一
な
け
れ
ば
な
ら
由
。
♂
ナ
チ
ス
は
こ
の
鮪
に
於
凶
り
る
努
力
を
怠
つ
て
は
ゐ

な
い
の
で
あ
る
。
前
時
代
印
ち
枇
合
民
主
主
義
時
代
K
は
枇
曾
保
険
は
階
級
闘
争
の
具
に
供
骨
ら
れ
て
、
そ
の
行
政
も
財
政
も
支
離

、
減
裂
白
朕
態
と
た
り
閥
家
財
政
に
と
り
で
も
一
太
病
症
と
在
っ
て
ぬ
た
。
ナ
チ
ス
は
か
L
る
祉
合
保
防
k
f
再
建
し
て
再
び
之
を
枇
合

民
衆
白
生
活
白
支
盤
に
復
し
た
。
そ
の
功
績
は
勿
論
甚
え
た
り
と
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
併
し
今
や
枇
合
保
険
は
決
し
て
昔
目
白
加
古
弊

働
者
に
と
り
て
の
甘
苦
母
に
あ
ら
・
ず
し
て
峻
股
左
右
父
と
化
し
て
ゐ
る
様
で
あ
る
。
枇
合
保
険
が
岡
尽
に
傍
棋
心
・
怠
惰
心
・
審
修

心
等
を
起
さ
し
む
る
は
以
て
白
外
で
あ
り
勤
勉
努
力
・
犠
牲
奉
公
・
質
素
節
約
の
訓
練
を
行
ひ
っ
h
あ
る
。
そ
白
掛
金
負
携
は
共
同

躍
的
精
神
よ
り
積
極
的
に
た
る
ぺ
く
、
白
そ
の
給
付
は
出
来
る
だ
け

J

抑
制
せ
ら
る
ペ
き
や
う
に
指
導
さ
れ
て
ゐ
る
。
勿
論
そ
れ
は
崩
壊

に
瀕
し
て
ゐ
た
粧
台
保
険
の
財
政
再
建
途
上
常
然
白
要
請
で
は
あ
る
が
、
え
れ
は
主
に
前
時
代
と
直
反
射
の
途
を
辿
れ
る
だ
け
陀
図
。

J

民
的
不
平
も
相
官
K
あ
っ
た
ら
う
と
察
せ
ら
れ
る
し
、
勝
来
と
の
建
前
を
檎
繍
す
る
に
は
相
官
忙
酪
酌
を
要
す
る
も
の
が
あ
る
で
あ

h

り
う
。
査
し
園
家
補
力
が
強
化
し
て
ゐ
る
今
H
や
主
も
す
れ
ば
闘
民
は
そ
の
権
力
量
恐
れ
で
不
合
現
在
る
萎
縮
を
-
在
し
て
行
く
か
ら

で
あ
る
。
(
本
研
釘
は
紙
数
回
都
合
上
多
〈
白
部
分
量
削
除
L
、
た
他
日
之
を
補
完
し
た
い
)

‘
ナ
チ
ス
祉
曾
保
険
組
替
白
隠
一
圃

一
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第
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